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議会運営委員会 

 

平成２９年１０月２５日（水曜日）午後 ３時２０分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 吉 成 伸 一  副 委 員 長 相 馬   剛  

委 員 森 本 彰 伸  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 大 野 恭 男  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 齋 藤 寿 一    

 

欠席委員（１名） 

委 員 中 村 芳 隆    

 

オブザーバー（２名） 

議 長 君 島 一 郎  副 議 長 山 本 はるひ  

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 石  塚  昌  章   議 事 課 長 増  田  健  造   

議事課長補佐 
兼議事調査 
係 長 

福  田  博  昭   書 記 室  井  良  文   

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．協議事項 

   ⑴質問について 

   ⑵議会基本条例の検証について 

   ⑶議会会議規則の改正について 

    ・情報端末機の使用基準 

   ⑷その他 
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    ・電子表決システムの導入方針（案）について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開議 午後 ３時２０分 

 

◎開議の宣告 

○石塚事務局長 研修会の後で大変お疲れのところ、

ご苦労さまです。ただいまから議会運営委員会を

開催したいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○石塚事務局長 初めに、委員長のほうの挨拶をお

願いします。 

○吉成委員長 皆さん、こんにちは。 

  先ほど、小川夫妻の講演会ということで、余り

聞きなれないような言葉もたくさんありましたけ

れども、さまざまな、やっぱりあるんだなという

ことが改めて感じました。また、22日本当であれ

ば、那須野巻狩まつり本祭りが行われるところ、

台風21号の影響で中止になってしまいましたけれ

ども、聞いたところによると、この台風の被害と

いうのはほとんどなかったということで、そうい

った部分で安堵しております。 

  本日お集まりをいただいたこの時間帯というの

は、先ほども言ったように、講演会があって、ち

ょっとイレギュラーな時間からのスタートで、皆

さんにちょっとご迷惑をおかけしたんですが、今

後、重要な決めていかなくてはいけない事項がご

ざいますので、皆さんのさまざまなご意見をいた

だきながら、きょうの会議を進めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○石塚事務局長 それでは、早速３の協議事項に入

ります。 

  ここからの進行は委員長のほうでよろしくお願

いします。 

○吉成委員長 それでは、３の協議事項、⑴質問に

ついて、これは前回の議運のときにも、質疑質問

についてということで、皆さんに資料をお示しし

て、事務局のほうからご説明いただいた経緯があ

ります。その際に、何点かご指摘があった部分に

ついて、きょう改めて皆さんと確認をしてまいり

たいと思います。 

  それでは、福田補佐、お願いします。 

○福田議事課長補佐 それでは、質問についてとい

う資料につきまして、ご説明をさせていただきま

す。 

  今、委員長のほうからお話ありましたように、

前回、９月27日の議会運営委員会の開催の中で、

質問についてという資料を出させていただいたと

ころでございます。会議の中で、特に社会福祉協

議会やシルバー人材センター、消防などの一部事

務組合などについてはどうなんだろうかというよ

うなご質問が委員のほうから出されましたので、

前回の資料をさらにわかりやすく、委員全員に周

知できるようなものとするように考え、改めて作

成したものとなっております。 

  本日この内容で、議会運営委員会の中でご了解

が得られましたら、今後11月２日の会派代表者会

議、それから11月９日の議員全員協議会で周知し

ていただく予定となっております。また、市政一

般質問の通告開始が11月６日からの予定となって

おりますので、会派代表者会議終了後に全議員に

あらかじめメール等で周知をさせていただくよう

なことも考えておりますので、申し添えさせてい

ただきます。 

  まず、一番上の二重丸のほうをごらんいただき

たいと思います。質問とはということについてで
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すけれども、これにつきましては、前回の資料と

変わってございません。簡略化して記載をしてお

ります。 

  ２つ目の二重丸となります。対象範囲をごらん

いただきたいと思います。質問の対象範囲につき

ましては、地方公共団体の一部事務ということで

ございまして、自治事務、法定受託事務、いずれ

も対象となる。これも前回の資料のとおりとなっ

てございます。①から③につきましては、前回の

資料では国の事務、一部事務組合の事務、地方公

社、第三セクターの事務ということで、まとめて

記載をしてありましたけれども、これを項目で３

つに分けさせていただきました。これは、いずれ

も原則的なものということでの記載ということで

ございます。 

  まず、①の国や県ほかの地方公共団体の事務は

質問の対象とはならないという原則を記載してお

りまして、ただし、地域住民の生活に重大関係が

ありということで、例外としてそういったことに

ついては市長に対策や意見を求めることはできる

という例外として認められるというような説明と

なってございます。 

  下にあります四角で囲ってあるものにつきまし

ては、例として国道、新幹線、自衛隊などという

ものを記載してございます。 

  次に、②一部事務組合の事務は質問の対象とな

らないという原則が記載しております。これは、

前回の会議でご質問が出たところでございまして、

例外として説明書をつけさせていただいておりま

す。まず１行目ですけれども、一部事務組合の事

務については、組合議会においてただすものであ

る。ただし、市議会としては予算化されている一

部事務組合の負担金についてただすことはできる。

例えば消防費におきましては、常備消防は那須地

区消防組合の負担金の予算となっているため、事

務においては、組合議会でただすものであります

が、非常備消防については、非常勤特別職である

消防団に係る事務であるため、質問することがで

きるという説明をつけ加えさせていただいており

ます。以下四角で囲っておりますのは、本市で対

象となる一部事務組合の名称を列記させていただ

いております。 

  最後に③でございますけれども、公社、第三セ

クター等の業務については、質問の対象とならな

いという原則を記載させていただいております。

また、例外といたしまして、ただし当該団体の出

資、債務保証の適否、長の監督権の行使の状況に

ついては質問できるということで記載をさせてい

ただいております。 

  法人や公社の主なものとしまして、四角で囲わ

せていただいておりますが、社会福祉協議会、シ

ルバー人材センターなどを記載させていただいて

おります。 

  最後になりますが、資料の一番下の二重丸でご

ざいますけれども、文献・資料の引用、朗読のと

ころにつきましては、引用は必要最小限にするの

が原則であるということで、これは前回の資料と

同じものとなっておりますので、説明のほうは省

略をさせていただきたいと思います。 

  以上、この質問についての資料のご説明とさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○吉成委員長 今、福田補佐のほうから説明をして

いただきました。前回の資料を持っている方は、

比較していただくとわかると思うんですが、前回

の場合には羅列していたものを、なるべくわかり

やすくということで、今回は対象範囲としては①

②③という形で、全議員の方々にお示しをしたい

ということで、このような形でつくっていただき

ました。皆さんから何かございましたらお願いし
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ます。 

  このような形でお示しするということでよろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 あわせて、前回質疑についても、皆

さんに資料として提出させていただいているんで

すね。あの質疑についても、やはり全議員にお示

しをしたほうがいいかなと思うんですが、その点

はいかがでしょうか。合わせてお示しするという

ことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 では、そのような形をとらせていた

だきます。 

  それでは、続きまして⑵の議会基本条例の検討

について、前回も資料等でお示しをしております

が、改めて室井主査のほうからご説明をお願いし

ます。 

  室井主査。 

○室井書記 （議会基本条例の検証について、各会

派ごとの検証依頼） 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  ちょっと慌ただしい感じがいたしますが、でき

れば、この12月中に前文から21条までの各会派の

検証結果をまとめて、スケジュールどおり進めて

いきたいと思います。今、室井さんのほうから説

明をいただいたとおり、11月10日までに前文から

10条まで、これに関しては会派で検討していただ

いて提出をいただくという、まずは第１段階とし

てそれをやっていただきたいと思います。 

  これ、データでとなりますよね。そこをちょっ

といいですかね。今我々これ紙ベースでいただき

ましたけれども、実際にはデータで打ち込んで渡

すというふうになると思うんで。 

○室井書記 そうですね。提出に当たっては、紙で

こちら手書きと言ってもスペースなんかが資料の

中では狭い部分とかありますので、当然書き込む

とすごい量になる部分もあるかもわからないので、

もちろんデータのほうは事務局のほうから委員の

皆様へ送るような形で。 

○吉成委員長 じゃ、きょう議運のメンバーいます

んで、議運のメンバーにデータでメール配信され

るということでいいわけですね。じゃそのような

形をとらせていただきます。 

  12月にも議運は開催したいと思いますので、ま

だ決定していませんから、当然。ただ、おおむね

ちょっと頭に入れておいていただきたいのは、11

条から21条に関しては、大体12月６日ぐらいを目

安に、会派のほうでまとめていただければと思い

ますので、そのとおりになるかどうかはわかりま

せんが、今、日程的にはその辺かなというふうに

我々この前の打ち合わせの中で、委員長、副委員

長、そして事務局との打ち合わせではそんなふう

に検討しましたので、その点お含みおきを願いた

いと思います。 

  前回の９月に開催をしました議運の中で、先ほ

ど室井さんから説明いただいたその評価というこ

とでＡからＥ、それから管理についてということ

で、アからオということで、細かく書いてありま

すので、そちらを参照をしていただいて、記載を

お願いしたいと思います。 

  皆さんのほうからこの点について何かございま

すか。じゃ、そのようなスケジュールで進めさせ

ていただくということでよろしいですか。 

○相馬副委員長 委員長よろしいですか。 

○吉成委員長 副委員長どうぞ。 

○相馬副委員長 今、委員長はＡからＥとおっしゃ

いました。事務局のほうはアからオというふうに

おっしゃったんですけれども。 

○吉成委員長 これは、評価についてはＡからＥと、

それから課題管理については、アからオというこ
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とで２つの評価があるんです。 

  そのほかございますか、よろしいですか。 

 （「すみません、ちょっと聞き逃したので、この

アイウエオの説明」と言う人あり） 

○吉成委員長 その点については、皆さんに了承を

得たんですけれども、前回。そこに全部記載され

ておりますので、よろしくお願いします。 

  そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 じゃ、よろしいですか。じゃ、その

ような形で今後進めてまいりますので、⑵につい

ては、以上といたします。 

  続きまして⑶、議会の会議規則の改正について

を議題といたします。 

  福田補佐から説明をお願いします。 

○福田議事課長補佐 （議場への情報端末機器持ち

込みに伴う議会会議規則の一部改正について説

明。） 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  今説明をいただいたとおりですが、間違いなく

会議規則の写真機及び録音機類というのは、これ

は省かないと、タブレット等の使用はできません

ので、そこは間違いなく省くということでいいと

思うんですが、もう一点、余り確かに今外套であ

ったり、襟巻って言葉自体は通常の我々の生活の

中では使わないんですよね。やはり、コート、マ

フラーというふうな言葉が、普通に使われている

と思うんです。そういうふうに変えたところが先

進かどうかというのはまた別問題として、今回、

一部会議規則の改正を行うので、もしあわせてや

るんであれば、こういうときに、言葉自体、文言

自体の変更というのもやってもいいんじゃないか

ということで、たまたま今回この２つ、このパタ

ーンを出させていただきました。皆さんからご意

見をいただいて、最終決定をしていきたいと思い

ますので、お願いをいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 委員長おっしゃるとおりに、この際、

通常使っているコート、マフラーのほうに一気に

変えたほうがいいと思います。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  そのほか、ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、コート、マフラーという

言葉自体も変える、新旧対照表２枚目のほうにあ

りますような形で、会議規則を変えるということ

でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形にまとめさせて

いただきます。 

  じゃ、補佐お願いします。 

○福田議事課長補佐 （議会会議規則改正に伴う傍

聴規則の一部改正及び傍聴人の注意事項の変更に

ついて） 

○吉成委員長 それでは、今最後に福田補佐のほう

から説明があったように、傍聴人の注意事項に関

しては報告事項ということで、前回もありました

ので、そんな形をとらせていただいて、規則の改

正については当然これは諮らなければいけません

ので、このような形で、皆さんにはお示しすると

いうことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形をとらせていた

だきます。 

  続きまして、情報端末機の使用基準について、

これについて、私のほうでとりあえず素案をつく

りまして、その素案に関しまして、事務局のほう

で修正をしていただいて、今回皆さんにお示しを

するという運びになっておりますので、そちらを

資料をごらんになっていただきながら、これにつ
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いても、じゃ説明をお願いします。 

  補佐。 

○福田議事課長補佐 （情報端末機の使用基準につ

いて。） 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  情報端末機の使用基準ということで、このよう

な基準を設けさせていただきました。皆さんのほ

うから、質問なりご意見がございましたらお願い

をいたします。 

○君島議長 ちょっといいですか、委員長。 

○吉成委員長 はい。 

○君島議長 オブザーバーとして聞いては悪いかな

とは思うんですが、２条の定義のときに、一般的

に「とは」って入らないですか。⑴会議とはとい

うふうな形で表現になっていないですか。 

○福田議事課長補佐 最初にこの記載の仕方なんで

すけれども、最初にこの言葉の会議ということで

して、１文字あけて記載させていただいたんです

けれども、そのように規定をしている議会もござ

いますし、「とは」と入っているところも確かに

あるとは思います。今回は文言を先にして、この

意味について、１文字あけて説明という、そのよ

うにしている議会も確かにございまして、それを

参考にして記載させていただきました。 

○君島議長 いいんです。どっちということではな

くて、ただ、その辺だけ、確認だけとっておいて

もらえればと思いまして、ここで決まっちゃって

から、後でどうのこうの言ってもしようがないん

で。 

○吉成委員長 表現の仕方としてはどちらもあると

いうことですね。この書き方では全ての会議を言

うということで、規定が明確にされているという

ことです。そのほかございますか。 

  遵守事項については、今回⑴から⑷というかた

ちで、このような形をとらせていただきましたけ

れども、今後ふぐあいがあった場合には、この議

運の中でも、また改めて協議をして、あくまでも

これは内規ということですし、それからもう一点、

タブレット端末の導入というのが、平成31年に執

行部、そして議会側、一緒に導入になると思いま

す。それまでの暫定期間の中で、我々自身が持っ

ている端末に関する使用基準ということですので、

とりあえず余りぎゅうぎゅうに使いにくいという

状態にはしておりませんので、このぐらいのこと

は守って使いましょうというふうにとりあえずは

決めていますので、その点はぜひご理解いただき

たいなと思います。 

  じゃ、そのような形で、全議員に周知をすると

いうことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 では、そのような運びとさせていた

だきます。 

  それでは、続きまして、⑷電子表決システムの

導入方針（案）について。これは、前回の議運の

中で、相馬副委員長のほうから、電子表決システ

ムを今後使用してはどうか、導入してはどうかと

いうことで、皆さんのご理解をいただいています。

そこで、導入方針について検討しましたので、こ

れについては、増田課長のほうから説明をお願い

します。 

○増田議事課長 （電子表決システムの導入方針案

について説明。） 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  それでは、順次決めてまいりたいと思います。

今、課長から説明をいただきました。趣旨１、そ

れから２、導入のプロセス、この導入のプロセス

の件なんですが、12月からやりましょうというこ

とで決定は見ているわけですけれども、12月、そ

れから３月については、これは試行期間としまし

ょうと。正規導入に関しては、来年の６月議会か
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らスタートしましょう。その理由としては、やは

り事務局で調べていただいた内容として、私なん

かそう余りないのかなと思ったんですが、実は、

間違いが結構あるそうです。賛成反対をわからな

いで押してしまうという、自分の意思とは違うボ

タンを押してしまったとか。結局委員長報告に対

してとかとよく議長が言われますよね。そのとり

方を間違ってしまって、本来賛成のはずなのに反

対を押してしまったり、そういうことがあるそう

です。そういったことも含めて、今回は２回の議

会にわたって、特に３月議会はかなりの議案が出

てまいりますので、そこで我々も少しなれて、な

れた時点で本格導入は６月からしましょうという

ふうな今回プロセスを提案をさせていただいたと

いうことであります。 

  まず、この導入１と、それから、導入プロセス

２については、このような、今後、運びで試行期

間を入れていくということでよろしいですか。ど

うでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形をとらせていた

だきます。 

  続きまして、３になりますけれども、検討課題

ということで、表決方法を決定する必要があると

いうことになっているわけです。①②③というこ

となんですけれども、本格導入に関してはこれ今

後、先ほどの今後のスケジュールの中で、３月定

例会終了後、各会派でしっかりとしたルール決め

をしていただいて、そこで議運で話し合って決定

していくわけですけれども、この試行期間の中で

はどういうふうにするかというのが、当然必要な

わけですね。それを皆さんにお諮りをしたいと思

うんですが、やはり、間違うという可能性もあり

ますので、従来の当然、起立表決は必要なわけで

すから、起立と、それからボタンと併用でまずは

２回やるということでいかがでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

  じゃ、そのような形をとらせていただきます。 

  裏面のほうをごらんになっていただいて、スケ

ジュールについて、このような、先ほど課長から

説明いただいたとおり、今後進めてまいりたいと

思います。 

  それから、これは、議長の口述ということです

けれども、議長はこのような形で今後12月、３月

議会については、口述を述べていただいて、我々

がそれに対してのボタン、そして起立採決を行う

という形をとります。 

  じゃ、全体通して、この件に関して皆さんから

何かございますか。抜けているところありますか。

大丈夫ですか。足りないところありますか。 

  課長。 

○増田議事課長 委員長から先ほどお話がありまし

たように、間違いがあるというような議会、私が

聞いたところでは、タブレットの関係で行った栃

木市議会に電話してみたところ、栃木市議会で毎

定例会で少なくとも１回は間違えるというような

ことをおっしゃっていました。それで、議事録な

んかを、先進導入している自治体を８つちょっと

見てみたんですが、うちのように簡易表決をとら

ずに、全てを採決している自治体がありました。

ですので、そういったところは異議ございません

かで異議なしというふうな場合には、多分間違い

というのは余りないんだと思うんですが、一つ一

つ議案、例えば、３月であれば70ぐらいの議案が

あったかと思うんですが、あれを一つずつやって

いった場合には、簡易表決を省略しちゃって、一

つずつ諮っていった場合には、そういうことが起

こり得るのかなというふうに考えております。 

  それと、すみません、委員長が今お話ししてい
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ただいた中で、説明１点漏れてしまいました。１

ページの3番の検討課題の⑴の①②③の四角の中、

長野市議会をちょっと調べてみたんですが、長野

市議会では人事案件のみ、賛否のボタンを押した

上、起立採決を併用しているということを伺いま

した。ただし、会議規則を見てみますと、やはり

ボタン採決ですので、起立はパフォーマンスと言

えばパフォーマンスです。それで困っていないん

ですかと今のところ困っていないというようなこ

とはおっしゃっていました。 

  それと、賛否のボタン、あと起立するところを

しない場合は当然ボタン優先、これは会議規則で

そうなっているからです。それと、人事案件のみ

で併用することを申し合わせとしている。ですの

で、あくまでもうちのほうでも、会派代表者会議

と全協では、会議規則がこういう形になっていま

すので、違う場合には当然起立が優先しますよと

いうことを、委員長のほうから申し添えて皆さん

に確認していただいて、混乱が起こることを、も

し１票差で違うような案件があったときに、混乱

が起こることを未然に防止したいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  あくまでも、今回会議規則を変えるということ

ではございませんので、それは、６月議会で変え

るということになりますから、当然起立採決が最

優先になります。それと合わせて、簡易採決につ

いては、それを省くということはないので、簡易

採決については、異議なしで、そこの部分は従来

どおり当然行う。その場合には、ボタンとは全く

関係ございませんから、この部分はもう従来どお

り。ただし、そうじゃないものに関しては、起立

とボタンとを併用するということを、ここで明確

にして、それともう一点は、先ほど課長の説明に

あったように、うちのシステムに関しては棄権ボ

タンがあるということですから、これは一切使わ

ないということも大前提にしていかないと、賛成、

反対のみのボタンで行っていきたいと思いますの

で、そうじゃないと、またおかしくなってしまい

ますから、どうしても棄権したいという場合には、

当然議場から出ていただくと。これまでも、そう

いうことは実際にありましたので、そこは従来ど

おり変えないという形をとりたいと思います。こ

のような形としてよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、全議員にしっかりとそこ

の部分を伝えて、今後行きたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、⑷について以上……。 

○鈴木委員 一ついいですか。 

○吉成委員長 はい。 

○鈴木委員 いずれわかることなんですけれども、

ボタンで押したときに、モニターで議席番号順、

議員ごとにマル・バツってみえるんでしょうかね。 

○吉成委員長 じゃ、その点ちょっと、システム上

の表示の仕方があるんですね、あれ。余り縦だと

ちっちゃくなっちゃいますからね。横だと大きく

なっちゃってね。 

  じゃ、課長お願いします。 

○増田議事課長 今は１種類しかないんです。さっ

きのものしかないんで、今表示した例を画面コピ

ーしたものありますので、それを委員の皆様にお

配りします。 

  縦に26人表示されるので、私どもも見てみたん

ですが、ちょっと文字が見づらいんで、先ほども

申し上げましたように、５年間のリースが終了し

た時点で、ちょっと横のものもありますので、そ

のほうが私どもとしては見やすいようなイメージ

ありますので、それも来年度の中でご検討いただ
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きたいと思っています。 

（発言する人あり） 

  委員長。 

○吉成委員長 課長。 

○増田議事課長 今、私のほうで、今現在の表示は

そういうふうになりますが、横にした場合にはや

はりお金がかかるようです。それと、５年間のリ

ース終了後は無償で使えるようなんですが、新庁

舎が建てるまでの間は、ここで、使わなければな

らないんで、お金がどのくらいかかるかはわかり

ませんけれども、その金額の多寡によっては、後

ここの庁舎使うまでの間は、これで我慢していた

だくとか、その辺も来年度のことで。 

（「色ではっきりわかるんですか」と言う人あり） 

○増田議事課長 そうです。 

（「青と赤ではっきりわかりますね」と言う人あり） 

○増田議事課長 はい。 

○鈴木委員 誰が立っているか、立たなくなったと

きに、ボタンだけだとわからないですよね。後ろ、

でかいモニターじゃないと。 

○吉成委員長 きのうもちょっと、事務局、私、副

委員長で話をしたんですけれども、一番理想なの

は、モニターの大きなものを議長が座っている座

席の後ろに掲げるということであれば、一目で誰

でもわかるわけですね。でも課長から説明があっ

たように、リース期間というのが５年間あって、

実際に切りかえとなった場合には、来年度いっぱ

いは契約が更新されていますので、その後の話に

なる。でもそれも、モニターがでかくなるという

ことは、相当な多分費用が考えられますので、そ

ういったことも含めて、その時期になったらまた

検討するということで、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形をとらせていた

だきます。 

○増田議事課長 委員長、すみません。 

○吉成委員長 はい。 

○増田議事課長 今、補佐に聞いたんですけれども、

委員長の後ろに大きいもの、モニター表示すると、

ちょっと今補佐に聞いたら1,000万ですって。 

  （発言する人あり） 

○吉成委員長 はい、それでは、でもどうしてもと

いう話が今後出てきた場合には、また、皆さんで

協議したいと思います。1,000万ということです

ので、ちょっとご検討いただきたいと思います。 

  それでは、⑷のその他、皆さんのほうからござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○吉成委員長 （議会運営委員会の第2回目の堅守

会開催予定について。） 

○吉成委員長 事務局からございますか。 

○石塚事務局長（事務連絡） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○吉成委員長 それでは長時間にわたって皆さんに

ご検討いただいて、全てにおいてスムーズに議事

が進行しました。大変にありがとうございました。 

  以上をもちまして、議運を終了させていただき

ます。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午後 ４時３０分 


